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山 崎 貞 博  西 代 光 明 
          
〇傍聴者 
  無し 
１ 開 会 ≪１３：３０≫ 
事務局 皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。 

平成２１年度第２回地域審議会を開催致します。開催に当たり伊藤会長よりご挨拶を申し

上げます。 
２ 会長あいさつ 
会 長 皆さんこんにちは。2 月も中旬に入りまして少し温かい日が続きますがまだまだ積雪の

時期は 3 月までつづきます除雪等の対応があろうかとおもいま。本日の地域審議会は第 2
回目ということでお集まりいただきまして町の方から まちづくり交付金事業、国民健康

保険税の不均一課税の是正に伴う保険税率の改正についてのお話がありましてお集まりい

ただきました。また、年度を明けて 4月には町長の選挙ということもありまして、我が洞
爺湖町にとっても一つの大きな節目の時期であり大事な年になろうかと思います。我々洞

爺地区の色々な事業で地域審議会が町から提案を受けながら話し合いも持ってきましたが、



これをもう一歩実になるものにしていきたいと考えつつなかなか集まる回数も少ない中で

ございますのでその他の中で皆様の方から洞爺地区のまちづくり等の積極的な提案をいた

だければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 
  
事務局 続きまして長崎町長よりご挨拶を申し上げます。 
 
町 長 皆様本日はご苦労様でございます。 
    本年は正月早々から厳しい寒さでと近年にない雪ということで大変皆様もご苦労をされ

ていることと思います。2月半ばというと少しは温かさを増してきたようにも感じますが、
今日は何か冷え込んでいるような状況であります。どうか体調には充分気をつけていただ

きたいと思います。今日は第 2回の洞爺地区地域審議会を開催いたします。大変ご多忙な
中出席をいただきまして有難うございます。今日の審議会につきましては２２年度の予算

との関係もございますが２２年度の予算編成を終わったところでございまして、特にその

中で洞爺地区の問題としてまちづくり交付金事業、これは 5ヵ年計画で実施してきたわけ
ですが、このうちの芸術文化通り事業、いこいの家の改修、いこいの家の用地取得、これ

らまちづくり交付金事業として予定しておりました。これらにつきまして、変更等もござ

います。その中で従来の計画からはずして国の緊急経済対策で活性化事業を実施しており

ます。それらの事業でこれらを施行していきたいと思います。そのような中でこれらの事

業を行う上で皆様のご意見をいただきたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。

更に国民健康保険税につきましては合併の際の合併協議事項であります不均一課税を実施

しているわけでございます。これらについて、国民健康保険運営協議会の審議を頂きまし

て、その結果につきまして報告したいと考えておりますのでよろしくお願い申しあげます。

その他町の話題等もこの議題終了後に色々と聞きたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。 
     
 
会 長 それでは、議題に入りたいと思います。（１）まちづくり交付金事業について３番まで

ありますので一括して説明をお願い致します。 
支所長 まちづくり交付金事業につきまして説明させていただきます。 

芸術文化通り事業についてでございますが、これも二転三転いたしまして 21年度調査で予
算計上いたしております。現道が国の用地で国の保安林にかかっております。その後湖水

側に歩道を出すという用地につきましても保安林があり、更に国有林がございます。それ

らにつきまして我々が把握しておりませんでしたので結果的には今その保安林の解除、国

有林の占用許可の手続きをの事務を進めております。そのようなことで占用許可なり国有

林の解除が目処として今年の秋ころではないかということとなっております。したがいま

して２１年度の予算ではできませんので２２年度の予算で実施してまいりたいと考えてお

ります。まちづくり交付金事業も平成２２年度が最終年ですからその年度実施を考えてお

ります。2 番目にいこいの家の改修について先ほど町長からあいさつの中で説明しました
が、国が地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業として国は２１年度予算で町も２１年度

予算ですが事業執行的には２２年度で実施を予定しております。これにつきましては国が



全額みるということになっております。１０分の１０の補助事業でございます。図面をみ

ていただきたいのですが黄色い部分は全面改装で機械室、男女浴室、男女の脱衣室、これ

らにつきましてはかなり傷んでいるということで全面的に改築するということです。後廊

下等もすっきりしたいということで下駄箱の壁をとって下駄箱を移設したり外壁につきま

しても塗装、屋根の塗装ということできれいにしていくということで考えております。③

番としまして２２年度計画事業としまして、水の駅広場に観光案内板の設置を予定してお

ります。それと道々豊浦洞爺線市街地街路灯設置ということで当初予定では２４基予定し

ておりましたが今までに終わっております部分がありますことから残り１７基の設置を行

うということであります。それからいこいの家の用地取得ということでまちなみ交付金事

業の中で用地取得も計画しております。これにつきましてもまち交事業からははずれます

が用地を取得すると言うことです。図面につきましては次の地番図を添付しております。

その中の赤字の部分１９９番地、１９８番地でございます。１９９番地につきましては、

平らな部分で１９８番地は殆ど法面です。これについて取得の予定で考えております。 
会 長  それでは中身に入ります。1 番芸術文化通り事業について２１年度予算で行う予定で

したが保安林、国有林用地解除のため２２年度に実施するということです。これについて

皆様の方から何かありませんか。 
委 員  計画を立てたのはいつごろですか。また、計画を立てた時点で保安林等であることは

わからなかったのですか。 
支所長  当初計画からはかなり変わってきております。当初この芸術館通り事業については乗

っておりませんでした。その後道路の整備が変更となっていく中でこの芸術館通り事業が

できました。保安林があつたというのは承知してなかった。国有地には地番がついていま

す。地番がついていませんのでそこに有るか無いかわかりません。私どもとすれば湖畔に

面したところですから河川敷地ではあると認識しておりました。その河川敷地ということ

で道の方に河川敷地の占用許可の申請手続きに行ったところこれ道では所管していません

よということでそこで初めて国有地であることが判明しました。 
委 員  今後このような事業があった場合に同じようなことがでてきますよね。充分な調査を

行って計画を立てるようにしていただきたいと思います。 
会 長  他にありませんか。 
委 員  同じようなことですが二転三転したあげくに今になってこのようなことになるのはお

かしいと思います。もう少し緊張感をもってやっていただかないといけないと思います。

おかしいですよね。河川敷地だと思っていた。違ったとか。考えられないことです。計画

をあげた時点でそのようなものができていなければいけないことです。また、変更するか

もしれません。秋までかかるということですから。公務員の皆さんは間違えを起こさない

ということで、身分も保証されているので、完璧でなければならないと困ります。人間的

ミスならともかく業務上のミスは一人でやっているわけではない。それぞれ担当があって

上司がいてと。考えられないことですよ。 
町 長  前に道路をつける時に保安林だったのか。そのときには判らなかったの。 
支所長  地籍調査を行った時点では今の現道に保安林があったのは判ったと思います。その後

の国に対する占用許可なり手続きがなされていなかったということです。 
委 員  結果としてはやむをえないと思います。２２年度秋に許可をもらってやるというしか



ないと思います。 
町 長 ２２年度に予算を繰越ますから。それができなければ 
委 員 保安林解除の許可が出ないというケースはあるのでしょうか。申請を出したら必ず出る

ものなのでしょうか。 
支所長 国有地の場合保安林を解除する場合農林水産大臣の告示行為でありまして、いずれにし

ても国有地でありますから国の方で保安林の解除なりの手続きをしていただかないとどう

しても前には進めないということです。 
町 長 今の道路がすでにかかっている。 
委 員 何保安林ですか。 
支所長 風致保安林、危険保安林 
委 員 木はないのに 
支所長 木のない保安林はたくさんあります。 
委 員 間違えなく解除になるのであればよいのですが、二転三転でできませんでした。保安林

をよけて道を造ることもでてくるのでは その辺が心配です。 
委 員 保安林解除の許可申請はいつ頃だされたのですか。 
支所長 もうまもなく出すところです。 
町 長 今の道路がすでにかかっていてそれについて許可をもらっていないので遡って許可をも

らわないといけない。 
委 員 あれは町道ですか。 
支所長 昔の村道です。経過を調べましたら資料の少ないなかで調べた結果ですがあすこに役場

ができましたのが昭和２７年です。その後２９年に洞爺丸台風で護岸が流されたという記

録がでてきました。多分その時に道路を造ったと思われます。災害復旧としてできたもの

と思われます。 
町 長 林野庁と話はついているのでしょう。申請しているから許可をもらうだけでしょう。 
支所長 はい。現道の部分の保安林解除と占用許可とその横に拡張拡幅する部分の保安林解除と

占用許可とその横に国有林があります。その国有林の占用許可と５つの申請があります。 
委 員  公園法は。 
支所長  公園法にもかかっております。それについては概ね１ヶ月くらいで許可がきます。横

のほうに河川敷地の許可もあります。所管は土木現業所ですが、これも概ね 1ヶ月程度で
許可がきます。 

委 員  前に財田の方に向かって国有林とか保安林とかを払い下げとか許可を受けなかったの

か。 
支所長 その時に全部一遍にやっておいていただければ良かったのですが、その部分が抜けてい

るのがわかりました。 
委 員  どのところから 
副支所長  浮見堂から遊歩道の終わりまで買いまして、財田の方も買いまして真中が抜けたよ

うになっています。 
委 員  旧三樹園あたりまでは解除しているのですか。 
副支所長 今の現道部分が 
委 員 何でそのようなことになっているのか。 



会 長 未処理の手続きがあって２２年度に許可をもらって工事を進めたいということです。他

にございませんか。それでは 2番目のいこいの家の改修について図面に示されております
ように浴室等は全面改修し通路部分を広く使えるよう一部改修をしたいお話ですがこれら

について皆さんの方から何かございませんか。 
委 員  いこいの家の改修について支所長のお話で１００パーセント補助と言われていますが

補助事業、まちづくり交付金事業からは外れたということですか。 
支所長 はい。 
委 員 事業規模はどのくらいですか。 
支所長 ４，２００万円くらいでございます。 
町 長 いこいの家についてはさまざまな意見もありますが、浴室と機械室が相当に傷んでまし

て、機械室、機械設備、配管にどのくらい掛かるかもう少し検討が必要ですがこれらにつ

いてはどうしてもやらざるを得ない状況であり、それ以外の従来の売店、食堂のあたりを

きれいにしようという計画です。 
会 長  いこいの家改修ということで内容説明がありました。予算規模は４，２００万円だそ

うです。 
委 員 現在の面積のなかで売店とか食堂とかはまだやるという方向で考えていますか。 
支所長 建物の増築とかは考えておりません。売店とか厨房の部分とかは撤去してしまい掃除用

具入れ横に自動販売機をまとめ、通路自体をすっきりさせるということです。下駄箱も現

在のものを撤去し今までの２倍の下駄箱をおく予定でございます。玄関部分のポーチの階

段部分が急なことからもっと緩くして手すり等をつけて上がりやすくするということを考

えております。いずれにいたしましても調査と実施設計を委託してその中で今後最終的な

つめを行う予定でございます。 
委 員  いこいの家の関係は何回か話題となりその中で町内近くにもっていった方が良いので

はないかとの意見があって採択されないのは残念なことであるが、あの場所でお金を掛け

てもという思いの方が多いというか、ふれ愛センター辺りでうまくできないものかとか話

があったと思うが、結局この後の国保税の関係とかも、審議会そのもので審議しているこ

とが、これからここで審議して、住民はこのように思っているから計画をするのではなく

て、これこれこうなりましたという報告会になってきているので、審議会そのものの価値

が感じられなくなってきている。来年度の予算編成の準備もできたようですが予算の前に

このような話をしていだだければ協議したうえで、配慮した上でみて頂ける審議会である

べきで、報告ばっかりでは価値がないのではないかと思う。 
会 長  今の案件はその他のほうでお願いし皆さんのご意見を取り上げていきたいと思います。

改修するに当たっては他の施設に移設するとかの話題はなかったですか。 
支所長  例えば身近な施設として診療所、ふれ愛センターという考え方がないわけではありま

せんが、あそこの施設が起債の償還、借金を全部返していないという中で、用途変更を行

うとなると起債の繰上償還をしなければならないということがあります。 
会 長  今のところ使えない状況にあるということですね。 
町 長  いこいの家の問題は用地の取得と絡むことで用地の問題を主体的に考えてきたことか

ら用地の問題を解決を付けなければならないということもあって、いこいの家をどこかに

移設してはとの考えもないわけではない。やはりここで最小の改修費用をやろう。あまり



金をかけないということで結果的にはこのようなこととなりました。将来的な問題として

あそこにあるのがいいのかとのいうのが少し問題として残るが私どももあそこを取っ払っ

てあそこの宅地化を検討しましたがあの地形がどうも悪いですね。分譲しても湖水の見え

る部分が３区画くらいで後は湖水の見えない部分になってしまう。宅地化は望ましくない。

隣のホテルの問題で複雑な問題があるということで結果的にはあまりお金を掛けない大規

模な改修事業は行わないということで最低の建物の維持にお金を掛けようということでこ

のような結果となりました。 
委 員  用地の部分でお金が掛かるということで、寄付をされたわけではないでしょう。 
支所長  用地の取得は１９９が宅地の地目で面積が６，１８０㎡ありまして１９８が原野で８、

４３３㎡で所有者との間では売買は１９９番地で１９８番地につきましては法面で現在所

有者が使用している部分がございます。その部分を除いて後は寄付ということで考えてお

ります。 
委 員  金額的には高くはないのか。 
支所長  金額については高くはありません。 
町 長  購入するのは斜面の部分は除かれます。少しもどされます。 
委 員  ホテルの建っているところは含みますか。 
支所長  含みます。ホテルの建っているところはホテルに買ってくださいということで交渉し

ています。ただ、ホテルのほうには年間６０万円の使用料をいただいております。 
委 員  完納されているのか。 
支所長  一部です。 
委 員  いこいの家ができて何年経過しますか。 
支所長  ２９年です。 
委 員  改修にもっと早い時期に手をつけれなかったのか。 
会 長  結果的に１０割の事業に乗せられたのは良かったことですね。用地取得も含めて皆さ

ん何かございませんか。なければ、この件は終わります。 
委 員  いつ頃から工事を始める予定ですか。議会の関係も含めて教えてください。 
支所長  ２２日の議会で予算案を提出し、それから後は実施設計と調査を委託し、その後工事

は秋を予定しております。夏場の８月はキャンプの方など利用者が多いのでその時期を避

けて秋に工事を実施したいと考えております。 
委 員  設計のできる職員はいないのですか。 
支所長  建築の技師は 2名おりますが、自前での設計は難しいので委託にします。 
委 員  委託費用はいくらくらいですか。 
支所長  実施設計費用については２５０万円くらいです。 
委 員  結構掛かるのですか。 
支所長  新たに建てるわけではないので。 
会 長  他に何かありませんか。なければ平成２２年度計画事業 水の駅広場 観光案内板設

置 １基を設置する。道々豊浦洞爺線 市街地街路灯設置で１７基設置するということで

す。何かありませんか。 
委 員 現在湖畔側ついている外灯がつくことになりますか。 
副支所長 既存のものと同型のものになるかどうか現在照度の計算も含めて検討中です。 



委 員 既存のものは再利用して使うのでしょう。 
副支所長 付けるのは新規のものです。 
委 員  外灯が電柱についているものがあり川の方の遠いところある外灯があり歩道のところ

に欲しいのがあります。外灯設置はどこからどこまでですか。 
副支所長 既存の部分です。錦川から農協スタンドまでです。山側と湖水側とで１２基の設置予

定です。 
委 員 観光案内板はどのくらの大きさでどこに設置を予定していますか。 
支所長 水の駅のところに小さな看板しかついていませんので２ｍ×４ｍくらいの看板の予定で

す。 
委 員 看板設置はニーズがあって設置を考えているのですか。 
支所長 現在の看板では気か付きませんので大きい物に更新する予定です。 
会 長 よろしいでしょうか。（２）国民健康保険税不均一課税の是正に伴う保険税率の改正に

ついて説明をお願い致します。 
住民課長 それでは資料方でお手元に町村合併に伴う国民健康保険税率の統一化（イメージ図）

に基づきご説明させていただきます。この度の国保不均一課税の是正に伴う保険税率の改

正につきましては、合併協議書に基づきまして資料の一番下の方に示しました国民健康保

険事業の取扱い（抜粋）で税率及び軽減率等については、現行のとおり新町に引継ぎ、合

併後３年目から段階的に調整し、統一する。ただし、①税率については平準化を図るため、

応益割を調整する。②合併年度及びそれに続く５年度間不均一課税とするものであります。

少し言いまわし方が複雑なので要点を具体的に説明したいと思います。まず、②の合併年

度及びそれに続く５年度間不均一課税とする。から説明しますと表の中ごろに（年度）Ｈ

１７からＨ２８の記載がありますが合併は平成１７年度でありますのでそれに続く５年間

とは平成１８年度から平成２２年度まででこの間は不均一課税となります。この不均一課

税とは合併前のそれぞれの異なる虻田町・洞爺村の保険税率のままで保険税を納めていた

だきますというものでございます。次に①税率及び軽減等は現行のとおり新町に引継ぎ合

併後 3年目から段階的に調整し、統一する。これにつきましては、合併後から３年目から
つまり（年度）２０年度から適用してございます。５年間の不均一課税につきましては合

併特例法を適用しておりますので法律違反にならないためには平成２３年度から統一した

保険税率にしていかけかればならないということであります。保険税率をどのような方法

で統一していかなければいけないかでございますが、当初は平成２０年度から調整となっ

ておりましたが平成２０年度は後期高齢者医療保険制度開始を受けまして前年度からこの

準備作業を進めており国保税率の統一作業が重なりましてまた、７５歳以上の方が後期高

齢者医療制度へ加入することに伴いまして約２６％の７００世帯の方が減少し被保険者数

では約２８％の１，３００名ほどが減少し国保特別会計収支が大きく変化することが予想

される中で保険税率を算定する数値がつかめなかったことからやむを得ず平成２０年２１

年度の保険税率は据え置くとこととなっておりました。それでもう少し具体的にご説明し

ますとこの表の折れ線グラフの青の点線がございます。これは虻田町と洞爺村のそれぞれ

の保険税率での平成２１年度の洞爺湖町としての課税標準内容を示しております。それで

仮に平成２２年度から洞爺村の保険税率を虻田町の保険税率に合わせて統一した場合には

平成２１年度よりも８４６万６千円増額となります。またこれとは反対に虻田町の保険税



率を洞爺村の保険税率に合わせて統一した場合２，３９４万１千円の税額減少となるので

ございます。今後の国保特別会計の収支が安定することを考えますと虻田町の保険税率に

統一することになるわけですが反対に洞爺に合わせますと約２，４００万円ほどの減少が

生ずることで国保特別会計収支の健全化が困難となることとなります。それで国保税不均

一課税の是正に伴う保険税率の改正につきましては１０月２８日に国保運営委員会で諮問

しておりましたが４回にわたる慎重な検討協議を重ねての答申がございました。答申内容

と致しましては、合併特例法第１０で認められている５年間不均一課税が平成２２年度と

なっていることから平成２２年度から段階的に調整し平成２３年度で統一する諮問案につ

きまして基本的には妥当であるとのご意見をいただきました。しかし引き上げとなる洞爺

地区の国民健康保険税の負担軽減を図るため諮問案の税率の一部修正よる更なる圧縮が求

められました。それに伴うマイナス収支回復措置としましては激変緩和措置としましてこ

の表にもありますように平成２４年２５年の２年間は税率を固定２５年度から２８年度ま

での３ヵ年間を段階的に調整期間とすべきとのご意見を頂きました。この答申を尊重しま

して折れ線グラフのような統一計画を立てたものですが正しい数値につきましては今後の

医療費の動向や国・道からの補助金交付金の動向に左右されますのであくまでも見込みで

あるということでご理解をお願い致したいと思います。それではもう少し具体的に国保税

率をどのように調整し国保運営協議会で一部修正されたかご説明させていただきます。先

ほどの合併協議の①ですが税率について平準化を図るため、応益割を調整する。となって

おりますが保険税率につきましては、地方税法で応能割と応益割の原則があります。応能

割とは応能の能は能力の能でつまり所得や資産に応じての割合と応益割とは益、受益者に

応じる割合で構成され国の定めではおおむね５０対５０と定めております。国保運営協議

会での町諮問案ではＡ４版の縦長の表がございます。それでもう少し具体的にご説明した

いと思います。国保税率改正（案）でございます。保険税については応能と応益の原則に

基づきまして医療分、支援金分これは後期高齢者医療費にいく分ですそれと介護分との３

区分で構成されております。この医療分の国保税の主な部分７８％を占めておりこの医療

分の所得割につきましては、表の下の方にあります、所得割は、開きがあるため虻田町の

税率を１％引き下げ９．３％とし洞爺村の税率は２年間で合わせる。資産割は資産の有無

による負担格差と高齢化による低所得者階層で資産を保有する世帯が増加しているという

ことで資産を保有していても換金できないということでこの部分をあまり高くしないとい

うのが今の全国的な課税の考えでございます。虻田の税率を１０．８％洞爺村の税率を４

２．６％引き下げ２３．４％とするものです。均等割、平等割は金額の高い額の方へ２年

間で合わせる。ということです。税制改正が今の国会で審議が行われております。賦課限

度額が４７万円から３万円上げて５０万円へ引き上げる。軽減率を「６割・４割」から「７

割・５割・２割」へ変更する。これの国会審議がなされておりますが６割の方を７割軽減、

４割の方を５割軽減、新たに２割軽減を設けるというものです。次に支援金分でございま

す。表の下のほうに書いてあります支援金分については、統一されているので変更しない。

これは後期高齢者医療制度が創設されたときに虻田と洞爺の分を調整してこのようにさせ

て頂いております。賦課限度額を１万円引き上げて１２万円から１３万円にするものでご

ざいます。これも同じく軽減の割合の均衡を図るものであります。介護分につきましては、

表の下の方にございます所得割は開きがあるため虻田町の税率を０．１％引き下げ１％と



し、洞爺村の税率は２年間で合わせる。資産割は課税率の低い虻田町の４．９％とする。

均等割、平等割は金額の高い方へ２年間で合わせる。限度額も２年前に引き上げられたも

のですが今回の支援金分と同じく１万円引き上げるものです。これも軽減率を「６・４」

から「７・５・２」へ変更するものです。それで国保運営協議会では税率調整の考え方や

負担調整の考え方で洞爺地区の負担割合が大きいとの意見を受けまして改正案を求められ

ました。それで改正案では保険税率の約７８％を占める医療費分を圧縮した案で再審した

ところでございます。諮問案提出調停では２２、２３の２ヵ年平均１，２００万円程度の

減収でございますが修正案では２３単年度で１，０４０万円程度の減収で２年間で約３，

０００万円程度の減収となります。しかし、この案でも洞爺地区の負担割合はあまり変わ

りません。つまりこれは保険税の７５％が虻田地区で占めており税率を圧縮すればするほ

ど虻田地区の負担割合の減少に跳ね返る、洞爺湖町全体の保険収入収支が大きく減少し国

保運営そのものが困難となっていくものです。そこで国保運営協議会では洞爺地区のもう

少し配慮した調停案の改定案を求められました。そこで表の朱書き部分をご覧いただきた

いのですが虻田地区の２２年度所得割９．３％はそのまま据え置き洞爺地区の７．50％を
７．20％とし平成２３年度は諮問案の９．３０％から８．７０％に圧縮し税率を統一する
関係上虻田地区も同様に税率になったものです。この２年間で約３，０００万円の減少で

すが表の合併年度（Ｈ１７）のところに減収累計額が書いてあります。平成２２年度１，

６２４万円平成２３年度で３，０５９万円以後このようなかたちで推移していきます。こ

の減収分につきましては統一計画図にありますように国保の基本的考え方は被保険者で負

担することとなっておりますが、国保運営協議会では町村合併によるものであるからその

全部を被保険者全部が負担するのはいかがなものかとの意見も出されました。町と致しま

しては、財政状況を見ながら負担を掛けないようなかたちで財政状況を検討していきたい

と考えております。それでモデル図があります。最後でございます。主な３つの世帯を書

いてございます。夫婦 2 名世帯で 40～64 歳夫は給与収入で妻は無収入で夫の控除対象配
偶者共に介護保険第２号被保険者固定資産税額なしで先ほどの軽減がきく範囲は総収入で

は１０５万円の方が軽減を受けられて、それから右側の方には夫婦 2名世帯で年齢は３９
歳以下でこの場合は介護保険の部分が除かれている方です。これにつきましても１０５万

円以下の方が軽減措置がはたらくということです。次に国保の大きく占める部分でござい

ます。年金収入者の場合でございます。夫婦 2名で年齢６５歳以上の方で妻が無収入又は
国民年金のみで夫の控除対象配偶者で固定資産税なしの場合でこの世帯の総収入で１２０

万円以下で軽減がはたらくということです。このように洞爺地区の方につきましては、か

なりの部分で伸び率というか現行の保険税が多くなるわけですが、先ほども申し上げまし

たように、合併協議の中で決められたことであり合併特例法１０条で 5年間以内の中で保
険税を統一するということの決めがございますのでよろしくお願い致します。それと最後

に洞爺地区を対象に 2月２５日木曜日１８時３０分洞爺総合センターにおきまして住民説
明会を開催し回覧で周知を致しているところでございます。 

会 長  健康保険税が合併特例法が切れるということでその後保険税率を統一するため一定の

期間を経て同じ段階に引き上げるとういことです。資料によりますとはじめの年度で１，

５００万円前後発生しその後１，０００万円に落ち５００万円になり平成２８年度には累

積赤字が順次減少していくという図にとれます。 



委 員  議題にあがっているのですが、これこの数値とパーセントで良いのかどうか審議しな

ければならないのか。それとも、報告を受けるということで良いのか。 
委 員  我々は、そうですかとしか言いようが無い。 
委 員  一番最後の住民説明会のお知らせの延長上にあるみたいです。 
会 長 事前にお知らせするということで 
住民課長 詳しい内容につきましては、議会の方にも最初の課題部分につきましては諮問してお

りますが、答申を受けてのこちらの部分は合併協議がございますので先にこちらの審議会

の方へ先に提案させていただきその後に議会の方へ提案していきたいと考えております。 
委 員  先ほどの委員のお話ではありませんがこのような数値が出る前に事前にこのように考

えている旨の協議が本来あっても良いのではないでしょうか。 
会 長  これは別の委員会で審議していたことを我々の審議会に報告していただいたというこ

とです。 
委 員  最高の方は限度額をそれぞれの医療分、介護分、後期分で算定した後で抑えられるの

ですか。４７万、９万、１２万円その合計が最高の人ということですか。 
委 員  限度額は５０万円ですね。 
住民課長 医療分と支援分と介護分を合わせて５０万円、１３万円１０万円で７３万円で打ち切

りとなります。 
委 員  ７３万円までは納めなくてはいけないということですか。 
住民課長 はい。 
委 員  結構な方がいますね。 
住民課長 洞爺地区では農家の方、虻田地区では漁業の方がいますね。 
委 員  比べないとわからない。 
住民課長  虻田地区の住民の方は既に今度洞爺地区の改正される額を既に納められているとい

うことになります。 
委 員  これは世帯で納めことになるのか。 
住民課長 世帯です。 
委 員 いっぺん上げたら大変なので洞爺は段階的に虻田地区に近づけていくのですか。 
住民課長 そうです。伊達の例でいきますと伊達市が虻田で大滝を洞爺と置き換えますと大滝は

伊達市に合わせて合併後の２３年度統一されておりますが、うちは伊達に比べて被保険者

の数が少ないということもありまして、本来であれば段階調整ができたのかもしれません

が虻田を下げたくなかったのですが、虻田を下げないと洞爺が上がってしまうので虻田を

少し下げて洞爺が上がるので２年間は固定させてその後段階的に調整させて後ろの方で激

変緩和措置を行う考えをしています。 
委 員 限度額までいっている世帯は大体何％くらいですか。判らなければ良いですが。 
住民課長 洞爺地区では医療分で３１世帯、支援分で２７世帯、介護で８世帯です。それと軽減

が拡充します。洞爺の世帯の約３７％が軽減を受けられております。今度２割軽減で今ま

で軽減を受けられなかった方が新たにでてきます。 
委 員 医療費はどのくらい位置にありますか。 
住民課長 特に虻田は医療機関が多いのでその辺は相対的に 
委 員 全道で何位くらい。 



住民課長 医療環境が充実しているので 
委 員 会社の方では社会保険に加入が義務付けられているが中には社会保険に入らないで無保

険者がいるように聞いている方がいるようですが、法人で社会保険未加入者を役場の方で

はその実態を把握していませんか。 
住民課長 データ-はありません。 
委 員 選択肢はありますか。 
委 員 社会保険はありません。企業の責任です。 
委 員 そのへんは少し精査したほうが良いのではないでしょうか。 
町 長 それは違法なことですね。 
委 員 そのへん厳しい会社がでてきているようにきいている。 
委 員 役場の担当と社会保険の担当と連携を図れるようなことが必要ではないか。 
住民課長 町自体が小さいので少し変なのは把握できると思います。そのへんは個々に面談しな

がら対応していきたいと思います。 
委 員 国保運営委員会は何人くらいいますか。 
住民課長 １０人です。 
委 員 審議は充分なされたのでしょうね。提出された内容について変更されるのは嫌なことで

すから。 
会 長 以上報告がございました。それではその他に移ってよろしいですか。 
支所長 私の方から１点ご報告させていただきます。いこいの家の改修と同時に国の第 2次補正

予算の中に町道洞爺２号線ということで小学校前の道路で大嶋商店さん前から錦川の橋の

ところまでの延長１５０ｍを計上しております。 
会 長  道路の改修ということで大嶋商店前から川のところまでの１５０ｍ予算計上している

報告がありました。他に何かありませんか。 
社会教育課長補佐 社会教育の鈴木といいます。よろしくお願いします。洞爺湖町社会教育施設・

体育施設の利用料改正案について提案していきたいと考えおります。こちらにありますよ

う社会教育施設のほかに学校教育施設であります学校の体育館が学校開放事業として使用

していますが、今までは社会教育団体、体育団体が利用する場合には無料とう料金体系で

ございましたが行財政改革の中で料金を見直しということで２２年度中に徴収していきた

いと考えております。資料の方を見ていただきたいと思いますが、社会教育が所管してい

るのは９施設ございます。この中でこちらの地区にあるのが洞爺総合センターでございま

す。利用人数につきましては１２，７３４人でこれは平成２０年度 4月から３月まで利用
した人数でございます。1 年間の町外又は社会教育団体以外の利用者から頂いた利用収入
は８５，９９５円となっております。ただこの施設を管理するにあたって総額、減価償却

費を含めて額で１６、４２１、５９７円と 1年間の経費がかかっております。また、減価
償却費用を除きました施設管理の金額だけでも１，１２０万円の管理経費が掛かっている

のが現状でありまして利用者１人あたりの町負担額は１，２８９円でまた町民１人当たり

町負担額は１，５７８円となっております。そのような中で各施設において料金を徴収し

ようということで色々と検討してきました。1 つには各施設の費用の格差、利用者１人あ
たりの額の算定、又は周辺施設の利用者の料金等色々と検討した中で町内の各施設を利用

者で割り返していくと高額となり、多くの方々に利用していただきたいという中では周辺



市町村の料金に合わせた形で料金を設定したいということで今回この金額を提示させてい

ただきました。７ページを見ていただきたいと思いますがこちらほうが総合センターの利

用料金となっております。集会室という一番大きなところを社会教育団体以外の団体が使

用する場合には高額になっておりまして、今までも午前中使用の場合７，０２０円、全日

使用で２２，４６０円と利用にあっては大きな負担となっておりますので改定では多くの

方に利用して頂きたいということもあって虻田のふれ合いセンターの料金を基に改正して

いきたいと考えており、営利を目的としての利用では、その金額は現行の下の改訂後の金

額で午前中９時から１２時までで３，０００円、午後１３時から１７時まで４，０００円、

夜間１７時から２１時まで５，０００円としております午後と夜間利用時間が同じですけ

れども料金が１，０００円ほど高くなっておりますが夜間電気を利用することから電気代

も含めた料金となっておりまして、全日では１２，０００円となっております。また、上

記以外での営利を目的としないものに利用の場合は現行で午前５，４００円、午後５，４

００円、夜間６，４８０円、全日１７，２８０円となっておりますが今回改訂では全日で

６，０００円の料金としております。なお、今まで無料として利用しておりました社会教

育団体等につきましては改訂後午前７５０円、午後１，０００円、夜間１，２５０円、全

日３，０００円の料金を頂きたいということで考えております。ただ料金は午前中３時間、

午後から４時間に対応する料金で例えば夜７時から９時まで利用したい方には時間単位の

料金の設定を考えており１，２５０円の半分の６２５円となり１０円未満切り捨てで６２

０円と時間単位での使用も考えております。また、和室、大会議室もふれ合いセンターと

同じ料金に抑えまして料金を負担していただきたいと考えております。ただ次のページを

見て頂きたいのですが下のほうに備品等利用料金、暖房料とございます。備品等利用料金

といたしまして集会室音響、舞台照明として料金を設定しておりまして１時間ごとに３，

０００円、集会室照明設備といたしまして１時間ごとに１，０００円といたしております。

ただ、サークル活動の中で日常使っている部分に関しては無料とすることを考えておりま

す。ただ、１１月から４月までの間の冬季間の暖房負担が掛かります。集会室については

１時間ごとに７００円、その他会議室につきましては１時間ごとに２５０円というかたち

で料金を設定させていただいております。なお、教育、スポーツ、文化、福祉関係団体に

ついては半額というかたちで徴収するよう考えております。この総合センターの部分で社

会教育事業又はスポーツ関係の事業のほか、各自治会、老人クラブの集会所としての役割

を果たしているのが現状にございます。この部分では自治会または老人クラブに関しては

集会所の利用と同じ料金体系で無料とすることで考えております。また学校プールでござ

いますが洞爺湖町プールの料金と同じように料金を設定させていただいております。ただ

小中学生又は洞爺高校の利用に関しては無料ということで考えております。先ほどのふれ

合いセンターの部分も無料と考えております。ただし、大人の方、洞爺高校生以外の高校

生について、日中大人の方は２００円、夜間３００円、高校生は日中１００円、夜間２０

０円の料金を徴収していきたいと考えております。洞爺小学校・洞爺中学校、洞爺高校の

夜間の体育館の開放事業につきましても虻田体育館の料金と同じ料金体系の中で料金設定

を考えていきたいと考えております。ただ、今後議会にお諮りするわけですが、いつから

実施していくかは未定でございます。皆さんのご意見を聞きながら料金設定を決めたいと

考えております。ご理解をいてだいて、財政再建の中で少しでもご負担をいただきご利用



していただきたいと思います。 
会 長 社会教育施設、体育施設の利用料金の改訂について説明がありました。何かご意見はあ

りますか。 
委 員 今回の改訂は社会教育施設、体育施設の改訂ですが他の施設、例えば診療所の後の施設

とか、アグリ館とれたとかほかの担当課の施設で例えば産業課とかの兼ね合いはどのよう

になっているのか。 
社会教育課長補佐 他の施設も同じように料金徴収をするよう調整しております。当然減免とか

はその施設の利用目的に沿って行われます。 
委 員 できれば社会教育部分も、住民課部分、産業課所管部分も一括して提出してもらう方が、

われわれの方としてはわかりやすい。いわゆる縦割りではなくて、そのようにしてもらい

た。 
町 長 住民課はできているの。 
住民課長 住民課の方は、この間庁舎の中で公共施設の減免の在り方について検討した中で社会

教育が先行して案を提出しているわけですが、洞爺湖町の公共施設として一つの考え方を

もって在り方を検討していくべきであろうということで、住民課は住民課の中で検討して

いますが、住民課は主に集会所でございますが、集会所の施設の在り方について主に使う

のが自治会と老人クラブでございまして、これにつきましては利用目的の中で減免という

ことと、それ以外で使用されている方がございますが、例えば社会教育団体とか現在１０

０％減免でございますが、これもこの施設の減免の考え方と同じ様に主たる目的以外は５

０％減免にするとか、更に案を出して統一した考え方の中で検討していきたいと思います。 
委 員 教育委員会は今所管の施設をこのようなことで出していているのは良いと思いますが、

町にある公共施設、集会施設等については一括して出してもらいたい。その様なことは皆

様の横のつながりの中で可能かどうかはわかりませんが議会にも部門ごとではなく一括し

て提出していただき理解してもらうべきだと思いますしそうあってほしいと思います。 
社会教育課長補佐 教育委員会が所管している部分では町民の中に社会教育施設の有料化のなか

で不公平感をいだかれているかたがいる。文教団体、体育団体、各サークルなど各施設に

出向いて理解して頂こうと考えております。ただ統一した形で調整していきたい。 
委 員 間口が教育委員会ということで横の繋がりを教育的主導でやって頂きたい。今の文教が

どのような反応をするかわからないが応分の負担はすべきと思います。教育、スポーツ、

文化福祉関係とか、サークルについては趣味の部分もあるので負担があってしかるべきこ

とだと思います。 
町 長 統一した方向でやらなければならない。 
委 員 不公平にならないように統一してかたちで行ってほしい。 
委 員 自治会と老人クラブの関係は１００％減免ですか。 
社会教育課長補佐 総合センターの部分は集会所の機能がありますので集会所と同じ対応をして

いきたいと考えております。 
委 員 ただ、老人クラブの中のゲートボールのような場合は有料になるのですか。 
社会教育課長補佐 はい。 
住民課長 このようなことは全体的な利用実態を把握したうえで関係する団体とすりあわせをし

ていかなければならないことかと思います。 



委 員 ゲートボールサークルにおいてはもうやれないというような話をきいている。お金をは

らえないからやめるのでは寂しいはなしです。その辺がどのようなものかと思う。 
委 員 体育館とかグランドとかについてはどうですか。 
社会教育課長補佐 グランドに関しては洞爺中学校の夜間照明については料金を設定していきた

いと考えます。グランド使用に関しては無料としていきたいと考えます。体育館の屋内に

ついては有料としていきたと考えます。社会教育事業として体育館を利用する場合、開放

事業等は無料となります。 
委 員 どのようなサークルでも負担はあるのですが１人で使うわけではないのでそれなりの負

担があっても。 
委 員 ５人で 
委 員 ５人で集会室を使用して。 
社会教育課長補佐 先ほどゲートボールのお話がありましたが週３日７時間で２１時間使用して

います。ゲートボールの場合は相当負担が大きいと思います。 
委 員 その辺は横並びの良い方向で検討していただきたいのと町営のパークゴルフ場の利用料

がありますが、その辺の料金との関係で収支の関係はどのようなのでしょうか。 
町 長 やはり少し合いません。昨年から指定管理者制度でお願いしていますがお客さんがたく

さんくれば良いのですがまだ少ない状況にあります。 
委 員 何か手出しがなくて良い様な料金設定ができないものでしょうか。企画会議等で見直し

ていただきたい。町営部分で料金の見直しも必要と思います。１００円でやっているもの

が２００円になって止めるようなことはないかと思います。ちなみに民間では年会費でい

くらというところもありますので運営のしかたもかわると思うのですが。 
町 長 パークゴルフ場も昨年だいぶ改正をしたところで、１月券とか１日券とか半日券とか

色々と出していますが１月券だと１日５０円くらいにしかならない。 
委 員 年間の運営が少しでもプラスになるような設定にしていかないといけないと思います。 
町 長 良い意味では医療費が掛からないそうです。 
会 長 その他案件で地域審議会の存在感、特にテーマは用意してないのですが皆様の方からこ

のようなことはどうなのかを話題にしたいと思います。 
委 員 地域審議会の案件はこれから議会にあげるようなことを皆様に諮ります。というような

ことを案件として頂きたい。決まりましたご報告しますでは審議案件ではいけないものと

思いますし、審議会が報告だけで終わってしまうのではあたいのないものになってしまう

のではないかと思います。 
会 長 給食センターが統合するということで検討されていますが仮に統合した場合あの施設は

その後どのようになるのか。何億も掛けた施設が何も利用されなくなってしまうのではな

いかなと思う。 
町 長 虻田と洞爺を統合してはという意見は出ているが。いつ統合するかについては教育委員

会で 
委 員 教育委員会では何年に統合するかには至っていない。３つの案があります。現在の虻田

施設を改修して行う。こちらの給食センターを増築して行う。もうひとつは全く別のとこ

ろに新築するという考えです。別個に新築した場合非常に予算が掛かり現在の町財政では

難しいのではなかろうか、ではどちらかで１つにするべきではなかろうか、現在調べられ



ている中では虻田の給食センターの機材が古くて機材を更新するのには問題はない。こち

らは機材は新しいがスペース的に問題があるということで現在検討しているということで

統合するということには至っていない。 
会 長 仮に虻田地区に統合し機材を更新しても建物が古くなるので何年か後には建物を建て替

えなくてはいけないのか。長期で考えた場合どうかと考える。 
委 員 虻田に統合することを前提とすれば洞爺にあったものがなんでも虻田に行ってしまう。

非常に寂しいことだからその辺も考慮してほしいと思う。 
会 長 洞爺地区の審議委員だから地域の活性化から働く場を確保してあげたい。何でもかんで

も収支だけだは図れない部分があるのではないでしょうか。 
委 員 委員会の中では洞爺方に残しても良いのではないとの意見もあります。 
町 長 洞爺の方に残したらという意見もありますから。十分検討していきます。 
委 員 噴火があったらどうするのですか。全町非難となった場合はこちらだよなという考えを

ありますし、合併してから町が寂しくなってきていることから町長が気を使って色々な事

業を興してくれているのですが人が減っていくことやどうしても・・・。 
会 長 公民館の解体の予定はどのようになるのか。 
町 長 郷土資料館として使用しているがきちんと郷土資料館とすべきではないか思う。 
委 員 築何十年ですか。 
委 員 ４，５０年。 
町 長 湖水側に浴槽を作ってということも検討しましたが、あの土地が宅地分譲で売れる予想

があったが区画割りでうまくいかないことありました。 
会 長 公共施設で使用していないものをだいぶ整理していただきました。 
委 員 診療所あとの起債であと何年手をかけれないのか。 
町 長 現在診療所は休止としております。いつでも再開できます。病院側の要請は一時休止し

たいとのことです。 
委 員 町の施設ですから機材については町が用意しなければならないのでしょう。その点では

休止のほうが良いではないでしょうか。 
町 長 その点では。 
委 員 はっきりしてもらいたいですね。 
委 員 みんなが行きやすいような小さな浴場があれば良いのにとか水の駅周辺にあれば集客に

繋がるとか思いはあったのですが。 
町 長 成香の学校については年度明けに本格的に酪農学園で使うようになると思います。今文

部省に計画変更を出して許可を得る手続き中です。教育財産として使用することから問題

はないと思います。 
会 長 ４月の町長選挙の際、議員の補欠選挙もあると聞いていますが、行政経費の観点から補

欠選挙が必要なのですか。 
町 長 今の条例においては必要です。 
会 長 なんとか一緒にできないものかと思う。 
委 員 洞爺高校の入学志願者は増えているように聞いているが。 
委 員 今年度の志願者は多いようです。 
委 員 虻田と同じくらいいたようですね。志願者多いのであれば存続を考えていかなければい



けないのではないでしょうか。具体的に将来どのようにするとかの話は進んでいるのです

か。 
委 員 今協議中です。協議会の段階で協議中です。 
町 長 洞爺高校と虻田高校と２つありますが、今年は虻田高校も志願者が少ないし、又どちら

もなくなっても困ることです。 
委 員 我々研究協議会の中でも洞爺湖町における高校教育の在り方について検討協議を行って

おり、そのなかで間口の関係を２３年度までは虻田高校は現状のままで２４年度について

は白紙の状態にあり、現状の間口でいけるかもしれないが状況によっては変わってしまう

という厳しい状態にあります。 
町 長 洞爺高校の志願者が減った場合には寮のこともあるので色々と考えていかなければなら

ない。 
委 員 話は変わりますが、洞爺湖温泉が開湯１００年の記事がありましたが、洞爺湖温泉が非

常に厳しい状況にあることから再生向けた施策はどのようなことを考えていらっしゃいま

すか。 
町 長 １００年事業につきましては相当な事業を考えている。ジオパークとか遺産とかの行事

とかとの連携で相当な予算で考えている。観光協会も積極的に動いている。 
委 員 メニューについてはこれから順次でてきますか。 
町 長 出てくるかと思います。町からも予算を考えております。協賛会の方での予算もよろし

くお願いいたします。 
委 員 はい。 
委 員 この間洞爺の有志がジェットスキー禁止を訴えて陳情が上がったように聞いているがど

のようになるのか。町の判断でできるのですか。 
町 長 禁止を町単独では難しいので自粛をお願いすることくらいでしょうか。 
委 員 観光協会としては良い収入でしょう。 
委 員 経済効果はありますよね。 
委 員 ルールが守られてないのではないでしょうか。以前よりはだいぶ静かになったかと思い

ますが。 
委 員 好きな人はいいけれども嫌な人は嫌かもしれないですね。 
委 員 ２０年くらい前から色々とあってルールを決めて彼らも段々出来るフィールドが無くな

ってきてここも時間を決めて出艇の場所も決めてやってきてますが、やっている方もやる

場所を無くしたくない意識があることから気をつけていることと思いまが、どこが窓口は

でやってますか。 
委 員 観光協会でしょう。 
支所長 ジェットスキーは登録制で行っていて観光協会が登録を受け付けしてやってます。 
町 長 協議会があるでしょう。 
委 員 レークスポーツという地元の受け皿もありますが、そちらが機能するということはあり

ませんか。 
委 員 洞爺湖にはボートやジェットスキーやヨットがなければ絵にならないと思う。 
会 長 他になければ終わりにします。以上をもちまして洞爺地区地域審議会を終わりにします。 
                                ≪閉会 １５：４０≫ 
































